
二
七

　
は
　
じ
　
め
　
に

　

一
〇
世
紀
前
半
に
起
き
た
平
将
門
・
藤
原
純
友
の
乱
（
以
下
で
は
将
門
純
友
の
乱
と
略
称
す
る
）
は
、
時
の
年
号
を
と
っ
て
承
平
天

慶
の
乱（

１
）と
も
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
将
門
純
友
の
乱
の
研
究
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
近
年
は
天
慶
の
乱
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
。
本
稿
は
、
年
号
を
用
い
た
将
門
純
友
の
乱
の
呼
称
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
を
考
え
て
み
た

も
の
で
あ
る
。

　
一
　
天
慶
の
乱

　

将
門
純
友
の
乱
の
呼
称
を
、
承
平
天
慶
の
乱
で
は
な
く
天
慶
の
乱
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
下
向
井
龍
彦
氏
は
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ

う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　

従
来
、
将
門
の
乱
と
純
友
の
乱
は
承
平
・
天
慶
の
乱
と
総
称
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
承
平
年
間
の
坂
東
で
の
合
戦
は
将
門
と
叔

父
た
ち
と
の
私
闘
で
あ
り
、
政
府
・
諸
国
は
将
門
の
平
和
維
持
活
動
に
期
待
し
て
さ
え
い
た
。
将
門
が
国
家
に
敵
対
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
、
常
陸
国
衙
を
占
領
し
た
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
一
一
月
で
あ
っ
た
。
純
友
は
、
承
平
南
海
賊
で
は
平
定
側
の
立
役
者
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二
八

で
あ
っ
た
。
純
友
が
反
逆
す
る
の
は
、
同
年
一
二
月
、
備
前
介
子
高
を
摂
津
国
須
岐
駅
に
襲
撃
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。

　
　
　

す
な
わ
ち
、
承
平
年
間
の
状
況
と
天
慶
二
年
冬
以
降
の
反
乱
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
差
異
を
見

え
に
く
く
し
、
承
平
年
間
か
ら
一
貫
し
て
将
門
・
純
友
が
反
逆
者
で
あ
っ
た
と
い
う
通
俗
的
な
言
説
を
下
支
え
す
る
「
承
平
・
天
慶

の
乱
」
の
呼
称
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
二
つ
の
乱
を
総
称
す
る
な
ら
、「
天
慶
の
乱
」
と
す
べ
き
で
あ
る（

２
）。

　

承
平
年
間
の
将
門
純
友
を
め
ぐ
る
状
況
と
天
慶
年
間
の
そ
れ
と
は
全
く
異
質
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

将
門
に
つ
い
て
は
、
承
平
年
間
は
一
族
間
の
内
紛
で
あ
っ
た
が
、
天
慶
年
間
に
な
る
と
国
家
へ
の
反
乱
と
な
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
知
ら

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
純
友
の
方
は
、
純
友
が
反
乱
に
起
ち
上
が
る
の
は
天
慶
年
間
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
承
平
年
間
の
純
友
は
追
捕

す
る
側
に
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
行
論
上
、
承
平
年
間
の
純
友
に
つ
い
て
の
議
論
を
簡
単
に
紹
介
し

て
お
く
。

（
イ
）『
日
本
紀
略
』
承
平
六
年
六
月
条

　
　

南
海
賊
徒
首
藤
原
純
友
、
結
レ
党
屯-

二

聚
伊
予
国
日
振
島
一
、
設
二
千
余
艘
一
、
抄-

二

劫
官
物
私
財
一
、
爰
以
二
紀
淑
人
一
任
二
伊
予
守
一
、

令
レ
兼-

二

行
追
捕
事
一
、
賊
徒
聞
二
其
寛
仁
一
、二
千
五
百
余
人
、
悔
レ
過
就
レ
刑
、
魁
帥
小
野
氏
彦
・
紀
秋
茂
・
津
時
成
等
、
合
卅
余
人
、

束
レ
手
進
二
交
名
一
帰
降
、
即
給
二
衣
食
田
畠
一
、
行
二
種
子
一
、
令
レ
勧
二
農
業
一
、
号
二
之
前
海
賊
一
。

（
ロ
）『
扶
桑
略
記
』
承
平
六
年
六
月
条

　
　

南
海
道
賊
、
船
千
余
艘
、
浮
二
於
海
上
一
、
強-

二

取
官
物
一
、
殺-
二

害
人
命
一
、
仍
上
下
往
来
、
人
物
不
レ
通
、
勅
以
二
従
四
位
下
紀
朝
臣

淑
仁
一
、
補
二
賊
地
伊
与
国
大
介
一
、
令
レ
兼-

二

行
海
賊
追
捕
事
一
、
賊
徒
聞
二
其
寛
仁
、
泛
愛
之
状
一
、二
千
五
百
余
人
、
悔
レ
過
就
レ
刑
、

魁
帥
小
野
氏
寛
・
紀
秋
茂
・
津
時
成
等
、
合
卅
余
人
、
束
レ
手
進
二
夾
名
一
、
降
請
二
帰
伏
一
、
時
淑
仁
朝
臣
、
皆
施
二
寛
恕
一
、
賜
以
二

衣
食
一
、
班-

二

給
田
疇
一
、
下-

二

行
種
子
一
、
就
レ
耕
教
レ
農
、
民
烟
漸
静
、
郡
国
興
復
。



二
九

（
ハ
）『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
一
二
月
二
一
日
条

　
　

今
日
、
伊
予
国
進
二
解
状
一
、
前
掾
藤
純
友
、
去
承
平
六
年
、
可
レ
追-

二

捕
海
賊
一
之
由
、
蒙
二
宣
旨
一
。

（
ニ
）『
吏
部
王
記
』
承
平
六
年
三
月
某
日
条

　
　

是
日
、
伊
与
前
掾
藤
原
純
共
、
聚
レ
党
向
二
伊
与
一
、
留-

二

連
河
尻
掠
内
一
。

　

か
つ
て
は
（
イ
）
に
「
南
海
賊
徒
首
藤
原
純
友
、
結
レ
党
屯-

二

聚
伊
予
国
日
振
島
一
、
設
二
千
余
艘
一
、
抄-

二

劫
官
物
私
財
一
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
承
平
六
年
の
純
友
は
海
賊
の
頭
領
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
関
係
史
料
の
史
料
批
判
が
進
み
、（
ロ
）

に
は
純
友
が
賊
首
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、（
イ
）（
ロ
）
と
も
に
降
伏
者
に
純
友
の
名
が
み
え
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
（
ハ
）
に
「
前
掾
藤

純
友
、
去
承
平
六
年
、
可
レ
追-

二

捕
海
賊
一
之
由
、
蒙
二
宣
旨
一
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、（
イ
）
の
「
南
海
賊
徒
首
藤
原
純
友
」
以
下
の

部
分
は
後
世
の
潤
色
で
あ
り
、
承
平
六
年
の
純
友
は
海
賊
を
追
捕
す
る
側
に
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た（

３
）。
こ
の
こ
と
を
決
定
づ
け
た

の
が
（
ニ
）
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
福
田
豊
彦
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
、
承
平
六
年
三
月
に
前
伊
予
掾
藤
原
純
友
が
伊
予
に
向

か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る（

４
）。
つ
ま
り
、
こ
の
時
ま
で
純
友
は
京
都
に
い
た
の
で
あ
っ
て
、
承
平
六
年
の
純
友
が
海
賊
首
で
あ
っ
た
こ
と

を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。（
ハ
）
の
記
事
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
に
純
友
は
追
捕
宣
旨
を
蒙
っ
て
伊
予
国
に
向
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
、
本
章
で
は
将
門
純
友
と
も
に
国
家
へ
の
反
乱
に
起
ち
上
が
る
の
は
天
慶
年
間
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
将
門
純
友
の
乱
を
承
平

天
慶
の
乱
と
呼
ぶ
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
た（

５
）。

以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
将
門
純
友
の
乱
が
い
つ
の
出
来
事
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
か
、
両
乱
の
呼
称
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
調
べ
て
い
き
た
い
と
思
う（

６
）。
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三
〇

　
二
　
古
代
中
世
に
お
け
る
将
門
純
友
の
乱
㈠

　

本
章
で
は
、
古
代
中
世
の
日
記
と
古
文
書
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
『
貞
信
公
記
』（
大
日
本
古
記
録
）

　

天
暦
二
（
九
四
八
）
年
六
月
二
七
日
条
に
「
天
慶
兵
乱
時
、
有
二
難
破
〔
波
〕祭
事
一
、
其
報
祭
可
レ
有
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
天
慶
三
年
一
一
月

に
「
南
海
凶
賊
」
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
行
わ
れ
た
摂
津
国
難
波
祭（

７
）の
報
賽
に
つ
い
て
陰
陽
師
文
武
兼
が
忠
平
に
申
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

将
門
は
天
慶
二
年
二
月
に
討
た
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
の
「
天
慶
兵
乱
」
は
直
接
的
に
は
純
友
の
乱
を
指
す
が
、
そ
れ
が
天
慶
年
間
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

②
「
八
幡
大
菩
薩
宇
佐
宮
司
解
案
」（
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）、『
平
安
遺
文
』
九
―
四
五
九
九
）

　

府
国
使
の
入
責
停
止
を
求
め
た
第
六
条
に
「
公
家
改
二
承
平
四
〔
八
〕年

一
為
二
天
慶
元
年
一
、
自
二
同
三
年
一
郡
〔
群
〕賊
之
首
平
将
門
・
藤
原
純
友

発
二
乱
東
西
一
、
然
而
祈
禱
有
レ
感
、
皆
仲
〔
依
〕二
神
兵
一
、
各
以
討
滅
」
と
あ
る
。
こ
の
条
は
承
平
八
年
に
府
使
が
禁
界
内
に
盗
賊
を
追
っ
て

入
り
合
戦
を
し
た
た
め
、
そ
の
後
怪
異
が
起
き
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
将
門
純
友
の
乱
が
天
慶
三
年
に
始
ま
っ
た
と
し
て
い
る
。

③
『
小
右
記
』（
大
日
本
古
記
録
）

（
イ
）
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
九
月
八
日
条
に
「
天
慶
賊
乱
之
時
、
参
議
保
平
為
レ
使
、
彼
時
例
見
二
故
殿
御
記
一
歟
」
と
あ
る
。
こ
れ

は
公
卿
が
伊
勢
勅
使
の
場
合
王
を
副
え
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
時
、
実
資
が
『
清
愼
公
記
』
に
天
慶
三
年
一
月
二
一
日
の
例

が
み
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
将
門
純
友
の
乱
を
「
天
慶
賊
乱
」
と
し
て
い
る
。

（
ロ
）
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
七
月
二
四
日
条
に
「
承
平
七
年
例
不
レ
快
、
其
故
者
、
明
年
有
二
将
門
純
友
等
事
一
、
不
レ
宜
例
也
」
と
あ

る
。
こ
れ
は
七
月
に
月
食
が
あ
り
、
そ
の
場
合
は
相
撲
楽
を
停
止
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
時
の
外
記
の
勘
申
で
あ
る
。
こ
こ
で



三
一

は
、
相
撲
楽
を
実
施
し
た
承
平
七
年
の
例
は
よ
く
な
い
、
な
ぜ
な
ら
明
年
に
将
門
純
友
の
事
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
し
て
い
る
。
承
平
七

年
の
翌
年
は
天
慶
元
年
だ
が
、
将
門
純
友
の
乱
が
承
平
年
間
で
は
な
く
天
慶
年
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

④
『
兵
範
記
』（
増
補
史
料
大
成
・
陽
明
叢
書
）

　

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
一
二
月
三
〇
日
条
に
「
但
去
天
慶
年
中
将
門
兇
乱
之
時
、
為
二
御
祈
禱
一
所
二
調
進
一
甲
冑
所
二
残
留
一
也
、
是

以
レ
鐵
被
二
造
進
一
之
故
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
同
月
二
一
日
に
伊
勢
神
宮
が
焼
亡
し
、
禰
宜
た
ち
が
焼
失
し
た
も
の
と
焼
け
残
っ
た
も
の

を
書
き
上
げ
た
注
文
に
み
え
る
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
天
慶
年
中
将
門
兇
乱
之
時
」
と
あ
る
よ
う
に
、
将
門
の
乱
が
天
慶
年
間
と

さ
れ
て
い
る
。

⑤
『
玉
葉
』（
図
書
寮
叢
刊
）

　

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
一
二
月
四
日
条
に
「
践
祚
明
年
被
二
改
元
一
恒
例
也
、
当
年
改
元
之
例
、
平
城
之
初
大
同
是
也
、
彼
為
二
不

吉
一
、
何
況
天
慶
将
門
乱
之
時
無
二
改
元
一
、
彼
已
為
二
吉
例
一
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
同
月
に
改
元
が
問
題
と
な
っ
た
時
、
そ
れ
に
反
対
す
る

外
記
が
申
上
し
た
意
見
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
天
慶
将
門
乱
」
の
時
に
改
元
し
な
か
っ
た
こ
と
が
吉
例
と
さ
れ
て
い
て
、
将
門
の

乱
が
天
慶
年
間
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑥
「
丹
生
明
神
位
記
勘
文
」（
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）、『
鎌
倉
遺
文
』
九
―
六
七
一
六
）

　

こ
の
文
書
は
丹
生
明
神
の
叙
位
・
加
階
例
を
列
挙
し
た
も
の
で
、「
天
暦
六
年
五
月
、
同
被
レ
奉
レ
増
二
一
階
一
、
天
慶
乱
賽
」
と
あ
る
。
天

暦
六
年
五
月
に
将
門
純
友
の
乱
の
報
賽
と
し
て
天
下
諸
神
に
神
階
が
授
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
将
門
純
友
の
乱
を
「
天
慶
乱
」
と

し
て
い
る
。

⑦
「
丹
生
明
神
位
階
勘
状
不
審
事
書
」（
寛
元
四
年
（
一
二
四
六
）、『
鎌
倉
遺
文
』
九
―
六
七
二
五
）

　

こ
れ
は
前
の
文
書
に
対
す
る
疑
問
点
を
述
べ
た
も
の
で
、「
天
慶
乱
」
を
「
大
宰
大
弐
藤
良
範
子
純
友
乱
歟
」
と
し
て
い
る
。

天
慶
の
乱
と
承
平
天
慶
の
乱
㈠
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⑧
「
比
叡
山
三
塔
衆
訴
状
案
」（
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）、『
鎌
倉
遺
文
』
一
一
―
八
〇
八
七
）

　

延
暦
寺
が
「
朝
家
之
災
難
」
を
防
い
だ
こ
と
を
述
べ
た
な
か
で
、「
夷
二
承
平
之
逆
乱
一
、
誅
二
天
慶
之
凶
徒
一
」
と
し
て
い
る
。「
逆
乱
」、

「
凶
徒
」
が
将
門
純
友
の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
両
方
か
不
明
だ
が
、
将
門
純
友
の
乱
が
承
平
天
慶
年
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

⑨
「
日
蓮
書
状
」（
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）、『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
―
一
三
一
三
四
）

　

文
中
に
「
承
平
の
将
門
は
関
東
八
箇
国
を
う
た
へ
、
天
喜
の
貞
任
は
奥
州
う
ち
と
と
め
し
、
民
を
王
へ
通
せ
さ
り
し
か
は
、
朝
敵
と
な

り
て
つ
い
に
ほ
ろ
ほ
さ
れ
ぬ
」
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
と
し
て
い
る
。

⑩
「
異
国
降
伏
祈
禱
供
養
法
注
進
状
案
」（
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）、『
鎌
倉
遺
文
』
二
二
―
一
七
〇
七
三
）

　

こ
れ
は
仏
ご
と
に
異
国
降
伏
祈
禱
供
養
法
を
注
進
し
た
も
の
で
、
四
天
王
の
と
こ
ろ
に
「
天
慶
於
二
濃
州
神
宮
寺
一
被
レ
修
レ
之
」
と
み

え
る
。
こ
れ
は
天
慶
三
年
正
月
に
美
濃
国
中
山
南
神
宮
寺
で
四
天
王
法
を
修
し
て
将
門
を
調
伏
さ
せ
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
忿
怒
部
の
不
動
・
降
三
世
・
軍
荼
利
・
大
威
徳
・
金
剛
夜
叉
に
は
「
天
慶
三
年
将
門
追
討
之
時
、
於
二
法
性
寺
一
被
レ
修
二
五
壇
法
一
以

来
、
兵
革
発
起
之
時
、
毎
度
被
レ
行
レ
之
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
こ
こ
で
は
将
門
の
乱
が
天
慶
年
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑪
「
東
大
寺
申
状
土
代
」（
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）、『
鎌
倉
遺
文
』
四
一
―
三
二
〇
〇
四
）

　

こ
の
文
書
は
美
濃
国
茜
部
庄
地
頭
職
に
つ
い
て
の
申
状
で
、「
当
寺
護
持
専
為
二
朝
敵
刑
罰
根
元
一
事
」
と
し
て
、
将
門
の
乱
を
執
金

剛
神
が
鎮
め
た
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
で
、「
今
学
侶
専
凝
二
精
誠
一
、
尊
神
将
レ
振
二
霊
威
一
、
承
平
之
昔
、
既
施
二
効
験
一
、
正
慶
之
今
、
何

空
二
感
応
一
乎
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
執
金
剛
神
が
将
門
を
降
し
た
こ
と
を
「
承
平
之
昔
、
既
施
二
効
験
一
」
と
し
て
お
り
、
将
門
の
乱
が

承
平
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。

⑫
『
満
済
准
后
日
記
』（『
続
群
書
類
従
』）
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応
永
二
六
年
（
一
四
一
九
）
七
月
一
九
日
条
に
「
今
月
十
六
日
熱
田
社
怪
異
希
代
事
云
云
、（
中
略
）
以
二
承
平
将
門
時
之
儀
一
□
立
二

勅
使
一
由
為
二
社
家
申
請
一
云
々
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
熱
田
社
に
怪
異
が
次
々
と
起
き
た
た
め
勅
使
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
も

の
だ
が
、「
承
平
将
門
時
之
儀
」
と
あ
り
、
将
門
の
乱
が
承
平
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。

⑬
『
薩
戒
記
』（
大
日
本
古
記
録
）

　

正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
四
月
二
七
日
条
に
「
平
字
在
レ
下
号
、
寛
平
・
承
平
・
康
平
・
仁
平
等
也
、
承
平
純
友
謀
反
、
康
平
安
部〔倍
〕宗

在〔任
〕謀
反
、
各
有

二
兵
革
一
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
正
長
改
元
時
の
年
号
雑
例
の
文
章
だ
が
、
純
友
の
乱
が
承
平
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。

⑭
『
蔗
軒
日
録
』（
大
日
本
古
記
録
）

　

文
明
一
八
年
（
一
四
八
六
）
四
月
二
七
日
条
に
「
マ
サ
門
朝
敵
タ
シ
時
、
平
将
軍
貞
盛
・
田
原
藤
太
秀
郷
・
ウ
チ
ノ
民
部
卿
忠
文
、
承

平
年
中
、
マ
サ
門
ト
ハ
米
カ
ミ
ヨ
リ
ソ
キ
ラ
レ
ケ
ル
田
原
藤
太
カ
謀
、
キ
ヨ
原
ノ
シ
ケ
フ
チ
二
人
、
サ（

マ
マ
）子
東
伐
、
カ
ツ
ラ
原
ノ
親
王
ノ
后

代
ハ
、
マ
サ
門
也
、
太
平
記
ニ
出
之
」
と
あ
る
。『
太
平
記
』
に
よ
っ
た
も
の
だ
が
、
将
門
の
乱
が
承
平
年
中
と
さ
れ
て
い
る
。

  

以
上
、
古
代
中
世
の
日
記
と
古
文
書
を
み
て
き
た
が
、
一
三
世
紀
前
半
ま
で
は
い
ず
れ
の
史
料
も
将
門
の
乱
・
純
友
の
乱
を
天
慶
年
間

の
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
乱
の
名
称
も
「
天
慶
賊
乱
」「
天
慶
乱
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
将
門
純
友
の
乱
の

当
事
者
で
あ
る
藤
原
忠
平
の
日
記
『
貞
信
公
記
』
に
、
直
接
的
に
は
純
友
の
乱
を
指
し
た
も
の
だ
が
、「
天
慶
兵
乱
」
と
あ
る
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
。
一
方
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
は
ほ
と
ん
ど
の
史
料
が
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
と
し
て
い
て
、
将
門
の
乱
の
時
期
に
つ
い
て
の

認
識
が
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
慶
の
乱
と
承
平
天
慶
の
乱
㈠
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表１　古代中世の日記・古文書
番号 史　料　名 年次 将門の乱  純友の乱  乱の名称
① 貞信公記  948 － 天慶 天慶兵乱
② 八幡大菩薩宇佐宮司

解案
1003 天慶３年 天慶３年

③ 小右記ア 1015 天慶 天慶 天慶賊乱
③ 小右記イ 1031 天慶 天慶
④ 兵範記 1168 天慶 －
⑤ 玉葉 1180 天慶 － 天慶将門乱
⑥ 丹生明神位記 1246 天慶 天慶 天慶乱
⑦ 丹生明神位階勘状不

審事書
1246 － 天慶 天慶乱

⑧ 比叡山三塔衆訴状案 1257 承平（天慶） 承平（天慶）

⑨ 日蓮書状 1278 承平 －
⑩ 異国降伏祈禱供養法

注進状案
1289 天慶 －

⑪ 東大寺申状土代 1333 承平 －
⑫ 満済准后日記 1419 承平 －
⑬ 薩戒記 1428 － 承平
⑭ 蔗軒日録 1486 承平 －

表２　古代中世の歴史書・説話集・軍記物語
番号 史　料　名 　成立時期 　将門の乱 　純友の乱  乱の名称
① 日本紀略 11c末-12c初 天慶 天慶 天慶之大乱
② 今昔物語集 12c前半 承平 －
③ 古事談 13c初 天慶２年11月 －
④ 愚管抄 1220年頃 天慶 －
⑤ 十訓抄 1252年 承平 －
⑥ 古今著聞集 1254年 承平 －
⑦ 保元物語 13c前中期 承平 天慶
⑦ 平治物語 13c前中期 承平５年２月 －
⑧ 平家物語（延慶本） 13c中期 承平 天慶
⑧ 源平盛衰記 13c中期 承平 天慶
⑨ 一代要記 13c後半 天慶２年 天慶２年
⑩ 吾妻鏡 13c後半-14c初 天慶 －
⑪ 元亨釈書 1322年 天慶３年以前 －
⑫ 神皇正統記 1339年 承平５年２月 － 承平ノ乱
⑬ 帝王編年記 14c後半 天慶２年11月 天慶２年
⑭ 増鏡 14c中期 承平 天慶
⑮ 梅松論 14c中期 承平 －
⑯ 太平記 14c後期 承平５年 天慶
⑰ 曾我物語 14c 承平 －
⑱ 将門純友東西軍記 室町時代 天慶２年12月 天慶２年12月
⑲ 楽音寺縁起絵巻 寛文以前 承平 天慶
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三
　
古
代
中
世
に
お
け
る
将
門
純
友
の
乱
㈡

　

本
章
で
は
、
古
代
中
世
の
歴
史
書
、
説
話
集
、
軍
記
物
語
な
ど
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
『
日
本
紀
略
』（
国
史
大
系
、
一
一
世
紀
末
―
一
二
世
紀
初
成
立
）

　

安
和
二
年
（
九
六
九
）
三
月
二
五
日
条
に
「
禁
中
騒
動
、
殆
如
二
天
慶
之
大
乱
一
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
安
和
の
変
時
の
「
禁
中
騒
動
」

が
将
門
純
友
の
乱
の
時
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
が
、
両
乱
を
「
天
慶
之
大
乱
」
と
し
て
い
る
。

②
『
今
昔
物
語
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
二
世
紀
前
半
成
立
）

　

巻
二
五
―
一
の
「
平
将
門
発
謀
反
被
誅
語
」
は
『
将
門
記
』
を
抄
出
し
た
も
の
だ
が
、
年
次
に
つ
い
て
は
「
朱
雀
院
ノ
御
時
」
と
す
る

だ
け
で
あ
る
。
次
話
の
「
藤
原
純
友
依
海
賊
被
誅
語
」
も
「
朱
雀
院
ノ
御
時
」
と
し
て
、
海
上
を
往
反
す
る
船
を
掠
奪
し
て
い
た
純
友
が

橘
遠
保
に
討
た
れ
る
話
を
載
せ
て
い
る
が
、
最
後
に
「
此
ノ
天
皇
ノ
御
時
ニ
、
去
ヌ
ル
承
平
年
中
ニ
平
将
門
ガ
謀
叛
ノ
事
出
来
テ
、
世
ノ

無
極
キ
大
事
ニ
テ
有
シ
ニ
、
程
無
ク
亦
此
ノ
純
友
被
罰
テ
、
此
ル
大
事
共
ノ
打
次
キ
有
ヲ
ナ
ム
」
と
あ
り
、
将
門
の
乱
が
承
平
年
間
と
さ

れ
て
い
る
。

③
『
古
事
談
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
三
世
紀
初
成
立
）

　

巻
第
四
―
四
に
「
将
門
逆
乱
者
、
天
慶
二
年
十
一
月
始
披
露
云
云
」
と
あ
り
、
将
門
の
反
乱
開
始
が
天
慶
二
年
と
さ
れ
て
い
る
。

④
『
愚
管
抄
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
二
二
〇
年
頃
成
立
）

　

巻
四
鳥
羽
・
崇
徳
に
「
天
慶
ニ
朱
雀
院
ノ
将
門
ガ
合
戦
」
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。

⑤
『
十
訓
抄
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
一
二
五
二
年
成
立
）

　

第
一
〇
―
七
八
に
「
承
平
の
こ
ろ
、
平
将
門
、
東
国
に
て
謀
反
お
こ
し
た
り
け
る
に
」
と
あ
り
、
将
門
が
謀
反
を
起
こ
し
た
の
は
承
平
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年
間
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
『
古
今
著
聞
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
二
五
四
年
成
立
）

　

巻
三
―
八
七
に
「
承
平
年
中
有
二
将
門
謀
反
一
」
と
あ
り
、
将
門
の
謀
反
を
承
平
年
中
と
し
て
い
る
。

⑦
『
保
元
物
語
』・『
平
治
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
三
世
紀
前
中
期
頃
に
原
型
が
成
立
）

　
『
保
元
物
語
』
に
は
、「
昔
承
平
に
将
門
東
八
ヶ
国
を
討
取
て
、
都
へ
責
上
る
べ
き
よ
し
聞
え
し
か
ば
」（
一
二
五
頁
）、「
昔
承
平
に
将

門
が
下
総
国
相
馬
郡
に
都
を
た
て
ゝ
」（
一
三
八
頁
）
と
あ
り
、
将
門
の
反
乱
を
承
平
年
間
と
し
て
い
る
。『
平
治
物
語
』（
古
活
字
本
）

も
、
将
門
が
「
朱
雀
院
御
宇
、
承
平
五
年
二
月
に
謀
叛
を
お
こ
し
」（
四
四
七
頁
）
と
あ
り
、
承
平
五
年
二
月
に
謀
反
を
起
こ
し
た
と
す

る
。
純
友
に
つ
い
て
は
、『
保
元
物
語
』
に
「
承
平
に
将
門
、
天
慶
純
友
、
東
西
に
ら
ん
げ
き
お
び
た
ゝ
し
」（
八
九
頁
）
と
あ
り
、
純
友

の
乱
を
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。

⑧
『
平
家
物
語
』・『
源
平
盛
衰
記（

８
）』

　
『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
）
は
、「
朱
雀
院
御
時
、
承
平
年
中
ニ
、
平
将
門
、
下
総
国
相
馬
郡
ニ
住
シ
テ
、
八
ヶ
国
ヲ
押
領
シ
、
自
ラ
平

親
王
ト
称
シ
テ
、
都
ヘ
打
上
ケ
リ
。
帝
位
ヲ
傾
奉
ラ
ム
ト
ス
ル
謀
反
ノ
聞
ヘ
有
ケ
レ
バ
、
花
洛
ノ
騒
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
。」（
五
三
三
頁
）、

「
承
平
将
門
討
テ
名
ヲ
揚
シ
、
俵
藤
太
秀
郷
ガ
八
代
末
葉
」（
六
五
五
頁
）、「
大
仁
王
会
被
行
、
承
平
将
門
ガ
乱
逆
ノ
時
、
法
性
寺
座
主
奉

テ
被
行
之
例
ト
ゾ
聞
ヘ
シ
」（
六
五
九
頁
）、「
昔
承
平
将
門
ヲ
追
討
ノ
御
祈
ニ
、
鉄
ノ
甲
冑
ヲ
献
リ
タ
リ
ケ
ル
ガ
」（
六
六
三
頁
）
な
ど
と

あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
と
し
て
い
る
。『
源
平
盛
衰
記
』（
国
民
文
庫
）
も
「
承
平
に
は
武
蔵
権
守
将
門
、
平
貞
盛
に
被
レ
討
、
康

和
に
は
対
馬
守
義
親
、
平
忠
盛
に
被
レ
討
」（
四
二
二
頁
）、「
承
平
二
年
二
月
に
、
将
門
調
伏
の
為
に
、
不
動
安
鎮
の
法
を
修
す
」（
五
四
八

頁
）、「
承
平
三
年
二
月
十
三
日
、
貞
盛
已
下
の
官
兵
、
将
門
が
館
へ
発
向
す
」（
五
四
九
頁
）
な
ど
と
あ
り
、
同
様
で
あ
る
。
純
友
に
つ

い
て
は
、『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
）
に
「
承
平
ノ
将
門
、
天
慶
ニ
純
友
、
康
和
ノ
義
親
」（
一
七
頁
）、「
承
平
将
門
、
天
慶
純
友
ガ
一
度
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ニ
東
西
ニ
乱
逆
ヲ
コ
シ
」（
六
〇
一
頁
）、『
源
平
盛
衰
記
』
に
「
承
平
に
将
門
、
天
慶
に
純
友
、
東
西
に
鼻
を
並
て
乱
逆
せ
し
」（
六
二
二

頁
）
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
と
す
る
の
に
対
し
、
純
友
の
乱
は
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。
な
お
『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
）
に

は
、
将
門
が
比
叡
山
か
ら
京
都
を
直
下
に
見
て
謀
反
心
を
持
っ
た
と
あ
る
（「
サ
レ
バ
昔
シ
将
門
、
宣
旨
ヲ
蒙
テ
、
御
使
ニ
叡
山
ニ
登
リ

ケ
ル
ガ
、
大
嶽
ト
云
所
ニ
テ
京
中
ヲ
直
下
ニ
、
僅
ニ
手
ニ
拳
ル
計
ニ
テ
覚
ケ
レ
バ
、
即
謀
叛
ノ
心
付
ニ
ケ
リ
」（
八
五
頁
））。

⑨
『
一
代
要
記
』（
改
訂
史
籍
集
覧
、
一
三
世
紀
後
半
成
立
）

　

承
平
年
間
に
は
将
門
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
天
慶
二
年
条
に
「
平
将
門
並
従
五
位
下
興
世
王
等
謀
反
、
虜-

二

掠
東
国
一
発
レ
乱
」
と

あ
り
、
乱
の
始
ま
り
を
天
慶
二
年
と
し
て
い
る
。
純
友
に
つ
い
て
は
、
承
平
六
年
条
に
「
海
賊
純
友
起
」、
天
慶
二
年
条
に
「
伊
予
掾
藤

原
純
友
文
本
等
為
二
海
賊
一
、
両
国
往
還
不
レ
通
、
備
前
介
藤
原
子
高
等
起
レ
乱
」
と
し
、
承
平
六
年
の
純
友
は
海
賊
で
、
乱
の
開
始
は
天

慶
二
年
と
す
る
。

⑩
『
吾
妻
鏡
』（
国
史
大
系
、
一
三
世
紀
後
半
―
一
四
世
紀
初
成
立
）

　

養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
閏
二
月
二
三
日
条
に
「
囊
祖
秀
郷
朝
臣
、
天
慶
年
中
追-

二

討
朝
敵
一
平
将
門

」、
建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）
四
月

六
日
条
に
「
天
慶
年
中
、
平
将
門
於
二
東
国
一
企
二
叛
逆
一
之
時
」
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
天
慶
年
中
と
し
て
い
る
。

⑪
『
元
亨
釈
書
』（
国
史
大
系
、
一
三
二
二
年
成
立
）

　

巻
一
〇
の
泰
舜
法
師
伝
に
「
天
慶
三
年
、
平
将
門
反
、
詔
レ
舜
修
二
大
元
帥
供
一
」、
叡
山
明
達
伝
に
「
天
慶
三
年
正
月
、
於
二
美
州
山

南
神
宮
寺
一
、
修
二
四
天
王
法
一
、
降
二
平
賊
将
門
一
、二
月
（
中
略
）
十
四
日
、
将
門
伏
レ
誅
、
十
一
月
、
於
二
住
吉
神
宮
院
一
、
降
二
藤
純
友

一
」、
雲
居
寺
浄
蔵
伝
に
「
天
慶
三
年
、
勅
於
二
横
川
一
修
二
大
威
徳
法
一
、
降
二
逆
賊
平
将
門
一
」
と
あ
る
。
一
方
、
巻
二
四
承
平
皇
帝
条
に

は
、「
天
慶
三
年
、
初
前
将
軍
平
良
持
之
子
将
門
反
二
東
州
一
、
已
数
年
矣
、
寇
虐
甚
熾
、
至
レ
此
、
詔
二
諸
沙
門
一
、
修
二
降
伏
法
一
」
と
あ

り
、
将
門
の
乱
が
始
ま
っ
て
す
で
に
数
年
た
ち
、
そ
の
勢
い
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
、
天
慶
三
年
に
諸
沙
門
に
命
じ
て
降
伏
法
を
修
さ
せ
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た
と
し
て
い
る
。
故
に
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
将
門
の
乱
は
天
慶
三
年
の
数
年
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

⑫
『
神
皇
正
統
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
三
三
九
年
成
立
）

　

将
門
は
摂
関
家
に
仕
え
、
検
非
違
使
を
望
む
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
憤
激
し
、
東
国
に
下
っ
て
反
乱
を
起
こ
し
た
、
と
し
て
い
る
。

年
次
に
つ
い
て
は
、「
将
門
、
承
平
五
年
二
月
ニ
事
ヲ
オ
コ
シ
、
天
慶
三
年
二
月
ニ
滅
ヌ
。
其
間
六
年
ヘ
タ
リ
。」（
一
三
〇
頁
）
と
あ
り
、

乱
の
開
始
は
承
平
五
年
と
す
る
。「
先
祖
経
基
ハ
チ
カ
キ
皇
孫
ナ
リ
シ
カ
ド
、
承
平
ノ
乱
ニ
征
東
将
軍
忠
文
朝
臣
ガ
副
将
ト
シ
テ
彼
ガ
節

度
ヲ
ウ
ク
」（
一
七
九
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、「
承
平
ノ
乱
」
と
い
う
名
称
を
用
い
る
の
も
同
様
の
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
純
友
に

つ
い
て
は
、
将
門
に
同
意
し
て
西
国
で
反
乱
を
起
こ
し
た
と
あ
る
だ
け
で
（「
藤
原
純
友
ト
云
物
、
カ
ノ
将
門
ニ
同
意
シ
テ
西
国
ニ
テ
反

乱
セ
シ
カ
バ
」（
一
三
〇
頁
））、
反
乱
に
至
る
詳
し
い
経
過
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
将
門
は
比
叡
山
に
登
り
内
裏
を
遠
見
し
て
謀

反
を
考
え
た
と
あ
る
（「
将
門
ハ
比
叡
山
ニ
ノ
ボ
リ
テ
、
大
内
ヲ
遠
見
シ
テ
謀
反
ヲ
オ
モ
ヒ
ク
ワ
タ
テ
ケ
ル
」（
一
八
五
頁
））。

⑬
『
帝
王
編
年
記
』（
国
史
大
系
、
一
四
世
紀
後
半
成
立
）

　

承
平
年
間
に
は
将
門
純
友
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
天
慶
二
年
一
一
月
二
一
日
条
に
将
門
が
謀
反
を
起
こ
し
た
と
あ
る
。
純
友
に
つ

い
て
は
、
同
日
条
に
「
西
海
凶
賊
純
友
」
を
降
す
た
め
に
明
達
が
調
伏
修
法
を
行
い
、
小
野
好
古
以
下
を
差
遣
し
て
討
た
せ
た
と
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
将
門
純
友
と
も
に
乱
の
始
ま
り
は
天
慶
二
年
と
な
ろ
う
。

⑭
『
増
鏡
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
四
世
紀
中
期
成
立
）

  

「
さ
れ
ば
、
承
平
の
将
門
、
天
慶
の
純
友
、
康
和
の
義
親
、
い
づ
れ
も
み
な
猛
か
り
け
れ
ど
、
宣
旨
に
勝
た
ざ
り
き
」（
二
七
七
頁
）
と

あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
、
純
友
の
乱
を
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。

⑮
『
梅
松
論
』（
群
書
類
従
、
一
四
世
紀
中
期
成
立
）

　
「
曩
祖
武
蔵
守
兼
鎮
守
府
将
軍
秀
郷
朝
臣
、
承
平
に
朝
敵
平
将
門
を
討
取
て
」（
一
六
九
頁
）
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
と
し
て
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い
る
。

⑯
『
太
平
記
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
四
世
紀
後
期
成
立
）

　
「
朱
雀
院
ノ
御
宇
承
平
五
年
ニ
、
将
門
ト
云
ケ
ル
者
東
国
ニ
下
テ
、
相
馬
郡
ニ
都
ヲ
立
、
百
官
ヲ
召
仕
テ
、
自
平
親
王
ト
号
ス
」

（
一
六
八
頁
）
と
あ
る
ほ
か
、「
朝
敵
ト
成
テ
叡
慮
ヲ
悩
シ
仁
義
ヲ
乱
ル
者
」
と
し
て
「
藤
原
仲
成
・
天
慶
純
友
・
康
和
義
親
」（
一
六
八

頁
）
を
あ
げ
、
ま
た
「
承
平
安
二
四
天
王
之
像
一
、
将
門
遂
傷
二
鐵
身
一
」（
三
〇
七
頁
）
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
『
太
平
記
』
で
は
将
門
の

乱
を
承
平
年
間
、
純
友
の
乱
を
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。

⑰
『
曾
我
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
四
世
紀
成
立
）

　
「
其
ほ
か
、
い
か
り
を
な
し
て
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
給
ふ
御
事
、
承
平
の
将
門
、
弘
仁
の
仲
成
こ
の
か
た
、
其
数
お
ほ
し
」（
四
〇
五

頁
）
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
年
間
と
し
て
い
る
。

⑱
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』（
続
群
書
類
従
、
室
町
時
代
成
立
）

　

承
平
四
年
、
山
陽
・
南
海
道
に
海
賊
が
現
れ
、
政
府
は
官
兵
を
遣
わ
し
て
こ
れ
ら
を
捕
ら
え
た
。
承
平
六
年
六
月
、
藤
原
純
友
が
日
振

島
に
千
余
船
を
集
め
て
海
上
往
来
の
官
物
を
奪
っ
た
。
紀
淑
人
が
伊
予
守
と
し
て
遣
わ
さ
れ
、
淑
人
は
仁
政
に
よ
り
海
賊
を
鎮
め
た
。
七

月
に
淑
人
は
純
友
を
伴
っ
て
上
洛
し
た
。
こ
の
時
将
門
も
在
京
し
て
い
て
、
二
人
は
比
叡
山
に
登
り
、
平
安
城
を
見
下
ろ
し
逆
臣
と
な
る

盟
約
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
二
人
は
国
に
帰
り
、
天
慶
二
年
一
二
月
に
東
西
で
反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
。『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
は
、
将

門
純
友
が
反
乱
に
至
る
過
程
を
以
上
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
純
友
は
承
平
六
年
に
海
賊
首
で
あ
っ
た
が
、
一
旦
は
紀
淑
人
に
降
り
、
天

慶
二
年
に
将
門
と
と
も
に
反
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
に
な
る
。

⑲
『
楽
音
寺
縁
起
絵
巻（

９
）』

　

こ
の
絵
巻
は
、
沼
田
氏
の
祖
藤
原
倫
実
が
薬
師
如
来
の
助
け
に
よ
り
藤
原
純
友
を
討
つ
こ
と
に
成
功
し
、
乱
後
薬
師
如
来
を
本
尊
と
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し
て
楽
音
寺
を
建
立
し
た
、
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
詞
書
の
初
め
の
部
分
に
「
中
比
有
二
承
平
将
門
天
慶
純
友
云
者
一
、
奢
心
勝
二

項
羽
項
庄
一
、
武
思
越
二
張
良
樊
曾
一
、
依
レ
之
将
門
与
二
純
友
一
令
二
一
志
同
意
一
欲
二
傾
レ
城
乱
一
レ
国
、
然
間
将
門
統-

二

領
東
国
一
抑-

二

留
国
々

年
貢
一
、
純
友
統-

二

領
西
国
一
抑-

二

留
国
々
年
貢
一
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
承
平
将
門
天
慶
純
友
」
と
あ
る
の
で
、
将
門
の
乱
は
承
平
年
間
、

純
友
の
乱
は
天
慶
年
間
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
将
門
与
二
純
友
一
令
二
一
志
同
意
一
欲
二
傾
レ
城
乱
一
レ
国
」
と
あ
っ
て
、

将
門
と
純
友
は
同
意
し
て
乱
を
起
こ
し
た
と
す
る
。

　

以
上
、
古
代
中
世
の
歴
史
書
、
説
話
集
、
軍
記
物
語
な
ど
を
み
て
き
た
が
、
純
友
の
乱
は
い
ず
れ
も
が
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。
一

方
、
将
門
の
乱
に
つ
い
て
は
、
承
平
年
間
と
す
る
も
の
と
天
慶
年
間
と
す
る
も
の
と
に
わ
か
れ
る
が
、
前
章
で
み
た
日
記
・
古
文
書
と
同

様
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
は
承
平
年
間
と
す
る
も
の
が
多
く
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
は
「
承
平
の
将
門
、
天

慶
の
純
友
」「
承
平
に
将
門
、
天
慶
に
純
友
」
な
ど
、
将
門
＝
承
平
、
純
友
＝
天
慶
と
す
る
表
現
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
な
お
、

乱
の
名
称
は
、『
日
本
紀
略
』
に
「
天
慶
之
大
乱
」、『
神
皇
正
統
記
』
に
「
承
平
ノ
乱
」
と
あ
る
だ
け
で
、
他
に
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
中
世
の
諸
史
料
を
調
べ
て
み
る
と
、
純
友
の
乱
は
ほ
と
ん
ど
が
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
将
門
の
乱

は
、
一
二
世
紀
前
半
ま
で
は
天
慶
年
間
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
一
二
世
紀
後
半
か
ら
は
承
平
年
間
と
す
る
も
の
が
多
く
な
る
の
で
あ

る）
（1
（

。

　

な
お
、
将
門
純
友
の
事
前
共
謀
説
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
一
二
月
二
九
日
条
に
「
前
伊
予
掾
藤
純
友
、
年
来
住
二
彼

国
一
、
集
レ
党
結
レ
群
、
行
二
暴
悪
一
、
去
廿
六
日
虜
二
備
前
介
藤
原
子
高
一
已
了
、
与
二
平
将
門
一
合
レ
謀
通
レ
心
、
似
レ
行
二
此
事
一
」
と
あ
る

の
で
、
乱
の
当
初
か
ら
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。『
大
鏡
』
に
も
両
者
が
盟
約
を
結
ん
で
い
た
と
あ
り
、
そ
の
後
も
数
は
少
な
い
が
『
将

門
純
友
東
西
軍
記
』
や
『
楽
音
寺
縁
起
絵
巻
』
が
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
で
は
、
将
門
と
純
友
が

二
人
い
っ
し
ょ
に
比
叡
山
に
登
り
京
都
を
見
下
ろ
し
逆
臣
と
な
る
こ
と
を
約
し
た
、
と
し
て
い
る
。
将
門
が
比
叡
山
に
登
り
謀
反
を
企
て
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た
こ
と
は
『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
）
や
『
神
皇
正
統
記
』
に
も
み
え
る
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
で
は
将
門
一
人
が
比
叡
山
に
登

り
内
裏
を
見
下
ろ
し
て
謀
反
を
考
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
平
家
物
語
』（
延
慶
本
）
や
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
、
反
乱
の

時
期
を
将
門
は
承
平
、
純
友
は
天
慶
と
し
、
反
乱
開
始
の
時
期
が
異
な
る
た
め
、
比
叡
山
に
登
っ
た
の
は
将
門
一
人
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
四
　
近
世
の
歴
史
書
に
お
け
る
将
門
純
友
の
乱

　

本
章
で
は
、
近
世
の
歴
史
書
に
お
い
て
将
門
純
友
の
乱
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
『
本
朝
通
鑑）

（（
（

』

　

承
平
四
年
五
月
、
山
陽
・
南
海
道
に
海
賊
が
現
れ
、
政
府
は
藤
原
純
友
を
伊
予
掾
に
任
じ
て
取
り
締
ま
ら
せ
た
。
し
か
し
、
純
友
は

海
賊
を
配
下
に
置
き
、
官
物
の
掠
奪
を
行
っ
た
。
同
六
年
六
月
、
純
友
は
賊
船
千
余
艘
を
率
い
て
日
振
島
に
屯
聚
し
、
暴
威
を
振
る
っ

た
。
伊
予
守
・
追
捕
使
と
な
っ
た
紀
淑
人
は
仁
政
を
施
し
、
海
賊
を
来
降
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
海
賊
は
衰
え
、
純
友
も
力
を
失
っ
た

（「
由
レ
是
、
賊
勢
不
レ
振
、
国
内
安
堵
、
純
友
有
而
若
亡
」（
一
二
五
八
頁
））。
天
慶
二
年
一
一
月
、
将
門
が
関
東
で
反
乱
を
起
こ
し
た
。

将
門
は
藤
原
忠
平
に
仕
え
、
検
非
違
使
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
が
許
さ
れ
ず
、
怒
っ
て
東
国
に
戻
り
、
叛
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
将
門
の
反
乱
を
聞
い
て
純
友
も
蜂
起
し
、
備
前
国
の
藤
原
子
高
を
襲
っ
た
。
こ
れ
よ
り
前
、
二
人
は
比
叡
山
に
登
り
、
京
都
を
見
下

ろ
し
な
が
ら
叛
逆
の
盟
約
を
結
ん
で
い
た
。

　

以
上
が
、『
本
朝
通
鑑
』
に
み
え
る
将
門
純
友
の
反
乱
に
至
る
経
過
で
あ
る
。
承
平
四
年
に
純
友
が
伊
予
掾
と
な
り
海
賊
を
配
下
に
置

い
た
こ
と
は
独
自
の
見
解
で
あ
る
が
、
他
は
だ
い
た
い
『
将
門
純
友
東
西
軍
記
』
と
同
じ
で
あ
る
。
故
に
、
将
門
の
反
乱
開
始
は
天
慶
二
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年
で
あ
る
。
純
友
は
承
平
年
間
か
ら
海
賊
首
で
あ
っ
た
が
、
承
平
六
年
に
一
旦
は
紀
淑
人
に
鎮
め
ら
れ
、
天
慶
二
年
に
将
門
に
呼
応
し
て

反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。

②
『
武
家
事
紀）

（1
（

』

　
「
天
慶
二
年
冬
十
二
月
平
将
門
関
東
ニ
テ
乱
ヲ
起
シ
下
総
国
相
馬
郡
ニ
王
城
ヲ
立
ツ
、
同
時
藤
原
純
友
海
賊
ヲ
カ
タ
ラ
ヒ
伊
与
国
ヨ
リ

討
テ
出
」（
五
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
将
門
と
純
友
が
天
慶
二
年
一
二
月
に
同
時
に
反
乱
を
起
こ
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
将
門
と
純
友
が

在
京
時
に
比
叡
山
に
登
り
王
城
を
見
下
ろ
し
て
逆
謀
を
相
約
し
た
と
し
て
い
る
。
乱
の
名
称
は
、「
コ
レ
ヲ
天
慶
ノ
逆
乱
ト
云
ヘ
ル
也
」

（
五
頁
）
と
し
て
い
る
。

③
『
本
朝
通
紀）

（1
（

』

　

将
門
は
天
慶
二
年
一
二
月
に
関
東
で
反
乱
を
起
こ
し
、
平
親
王
と
称
し
た
と
す
る
。
純
友
に
つ
い
て
は
、
承
平
六
年
六
月
条
に
「
南
海

賊
将
藤
原
純
友
寇
二
南
海
一
」
と
あ
り
、
承
平
六
年
に
す
で
に
賊
将
で
あ
っ
た
が
、
同
年
に
伊
予
守
と
な
っ
た
紀
淑
人
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ

た
と
し
て
い
る
（「
於
レ
是
、
朝
廷
議
使
下
紀
淑
人
為
二
伊
予
守
一
鎮
中
其
乱
上
、
淑
人
以
二
愛
恵
一
親
二
邦
民
一
、
邦
民
多
迎
二
淑
人
一
背
二
純
友
一
、

至
レ
是
邉
賊
稍
静
焉
」）。
そ
し
て
、
天
慶
二
年
一
二
月
に
将
門
が
乱
を
起
こ
し
た
時
に
純
友
も
伊
予
国
で
蜂
起
し
た
と
す
る
。
な
お
、
こ

れ
よ
り
先
に
両
者
は
比
叡
山
に
登
り
反
乱
の
盟
約
を
結
ん
で
い
た
と
し
て
い
る
。

④
『
大
日
本
史）

（1
（

』

　

将
門
は
忠
平
に
仕
え
て
検
非
違
使
に
な
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
失
望
し
て
東
国
に
戻
り
、
天
慶
二
年
一
一
月

反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
。
一
方
、
承
平
六
年
に
紀
淑
人
が
海
賊
を
追
捕
し
た
時
、
純
友
は
伊
予
掾
と
し
て
共
に
追
捕
に
あ
た
っ
た
。
し
か

し
、
純
友
は
任
期
を
終
え
て
も
帰
京
せ
ず
、
日
振
島
に
居
し
海
賊
を
集
め
て
山
陽
・
南
海
二
道
を
劫
掠
し
、
将
門
の
反
乱
に
応
じ
て
藤
原

子
高
と
島
田
惟
幹
を
襲
っ
た）

（1
（

。
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天
慶
の
乱
と
承
平
天
慶
の
乱
㈠

　

以
上
が
『
大
日
本
史
』
に
み
え
る
将
門
と
純
友
が
反
乱
に
至
る
過
程
だ
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
承
平
六
年
の
純
友
が
紀
淑
人
と
と
も

に
海
賊
追
捕
に
あ
た
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
大
日
本
史
』
天
慶
二
年
一
二
月
一
五
日
条
に
は
「
先
レ
是
前
伊
予
掾
藤
原

純
友-

二

招
集
海
賊
一
、
劫-

二

掠
南
海
山
陽
二
道
一
、
至
レ
是
応
二
将
門
一
、
潜
遣
レ
人
行
二
火
於
東
西
京
一
、
京
師
騒
擾
」（
典
拠
史
料
等
の
割
書

は
省
略
）
と
い
う
記
事
の
後
に
次
の
よ
う
な
割
書
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　

按
二
日
本
紀
略
一
、
承
平
六
年
六
月
、
書
純
友
屯-

二

聚
伊
予
国
日
振
島
一
、
鈔-

二

掠
官
物
私
財
一
、
是
月
壬
戌
条
、
又
書
前
伊
予
掾
藤
原

純
友
為
二
海
賊
首
一
、
考
二
外
記
日
記
一
十
二
月
二
十
一
日
伊
予
国
解
、
前
掾
藤
原
純
友
去
承
平
六
年
蒙
下
追-

二

捕
海
賊
一
宣
旨
上
、
而
近

来
率
レ
兵
欲
レ
浮
レ
海
、
部
内
騒
動
、
拠
レ
此
承
平
六
年
猶
未
レ
反
、
而
是
歳
始
反
也
、
故
従
レ
之
。

　

つ
ま
り
、『
日
本
紀
略
』
に
は
、
承
平
六
年
六
月
条
に
純
友
が
日
振
島
に
海
賊
を
集
め
て
官
物
私
財
を
掠
め
て
い
る
、
ま
た
同
天
慶
二

年
一
二
月
二
六
日
条
に
は
純
友
が
海
賊
の
首
領
で
あ
っ
た
と
あ
る
が
、「
外
記
日
記
」
す
な
わ
ち
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
一
二
月
二
一

日
条
の
伊
予
国
解
に
、
純
友
が
承
平
六
年
に
追
捕
海
賊
宣
旨
を
蒙
っ
た
と
あ
る
の
で
、
承
平
六
年
段
階
で
は
純
友
は
ま
だ
反
し
て
い
な

い
、
天
慶
二
年
に
始
め
て
反
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
大
日
本
史
』
は
『
日
本
紀
略
』
承
平
六
年
六
月
条
・
同
天
慶
二
年
一
二
月
二
六
日
条
と
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
二
年
一
二

月
二
一
日
条
を
比
較
検
討
し
、『
本
朝
世
紀
』
に
純
友
が
承
平
六
年
に
追
捕
宣
旨
を
蒙
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
承
平
六
年
の
純
友
が
海

賊
首
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
、
純
友
は
紀
淑
人
と
共
に
海
賊
の
追
捕
に
あ
た
っ
て
い
た
、
そ
し
て
純
友
が
反
乱
を
起
こ
し
た
の
は
天
慶

二
年
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑤
『
読
史
余
論）

（1
（

』

　
「
天
慶
二
年
十
一
月
、
平
将
門
・
藤
純
友
が
乱
出
来
た
り
」（
一
一
三
頁
）、「
天
慶
二
年
、
将
門
純
友
が
乱
起
り
し
」（
一
二
四
頁
）
と

あ
り
、
将
門
純
友
の
乱
の
開
始
を
天
慶
二
年
一
一
月
と
す
る
。
ま
た
、「
二
人
は
じ
め
洛
に
あ
り
し
時
、
叡
山
に
上
り
て
相
約
し
、
兵
を
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起
せ
し
と
い
ふ
。」（
一
一
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
将
門
に
つ
い
て
は
、「
将
門
誅
害
日
記
」
に
よ
り
、
天
慶
二
年
一
一
月
に
常

陸
大
掾
国
香
を
殺
し
、
以
降
反
乱
に
突
入
し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
（
一
一
四
頁
）。
純
友
に
つ
い
て
は
、「
承
平
六
年
六
月
、
南
海
賊

起
純友
」（
一
九
頁
）
と
し
、
承
平
六
年
の
純
友
を
海
賊
と
す
る
。
ま
た
「
純
友
追
討
記
」
を
引
用
し
、
純
友
は
海
賊
の
魁
首
で
、
将
門
が

反
し
た
こ
と
を
聞
い
て
、
平
安
京
で
放
火
し
、
子
高
を
襲
撃
し
た
と
す
る
（
一
一
五
頁
）。
こ
の
ほ
か
、「
抑
々
源
氏
武
を
と
り
し
事
、
経

基
に
始
り
て
、
平
氏
武
を
取
り
し
こ
と
は
貞
盛
に
始
る
。
皆
こ
れ
天
慶
の
乱
の
時
に
始
れ
り
。」（
一
二
一
頁
）、「
頼
朝
つ
ひ
に
天
下
の
権

を
わ
か
た
れ
し
こ
と
、
皆
是
累
代
の
余
烈
に
よ
り
て
也
。
そ
の
事
の
よ
し
を
考
る
に
、
ひ
と
つ
に
天
慶
の
み
だ
れ
に
よ
れ
り
。」（
一
二
二

頁
）
と
あ
り
、
将
門
純
友
の
乱
を
「
天
慶
の
乱
」「
天
慶
の
み
だ
れ
」
と
称
し
て
い
る
。

⑥
『
国
史
略）

（1
（

』

　

将
門
は
天
慶
二
年
に
反
乱
を
起
こ
し
自
ら
親
王
と
称
し
て
下
総
国
に
建
都
し
た
と
す
る
。
純
友
に
つ
い
て
は
、
将
門
に
応
じ
て
蜂
起

し
、
備
前
介
藤
原
子
高
と
播
磨
介
島
田
惟
幹
を
襲
っ
た
が
、
こ
れ
は
将
門
と
純
友
が
在
京
時
に
比
叡
山
に
登
り
、
帝
城
を
臨
み
な
が
ら
謀

反
を
約
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
承
平
六
年
条
に
は
、
紀
淑
人
が
海
賊
を
追
捕
し
、
賊
帥
小
野
氏
彦
ら
が
降
伏
し
た

と
あ
る
だ
け
で
、
純
友
の
こ
と
は
み
え
な
い
。

⑦
『
日
本
外
史
』・『
日
本
政
記）

（1
（

』

　

将
門
は
、
忠
平
に
仕
え
検
非
違
使
と
な
ろ
う
と
し
た
が
省
み
ら
れ
ず
、
そ
の
た
め
東
国
に
戻
っ
て
常
陸
・
下
総
国
を
劫
掠
し
、
承
平
年

中
に
伯
父
の
国
香
を
攻
殺
し
た
。
天
慶
二
年
一
一
月
、
常
陸
国
を
手
始
め
に
関
東
諸
国
を
攻
略
し
、
自
ら
平
新
皇
と
名
乗
っ
た
。
純
友

は
、
伊
予
掾
と
な
っ
た
が
任
期
が
満
ち
て
も
帰
ら
ず
に
海
賊
と
な
り
、
将
門
の
蜂
起
に
応
じ
て
京
に
放
火
し
、
藤
原
子
高
を
襲
っ
た
。
こ

れ
よ
り
先
、
将
門
と
純
友
は
比
叡
山
に
登
り
、
皇
城
を
俯
瞰
し
な
が
ら
謀
叛
の
盟
約
を
結
ん
で
い
た
。

　
『
日
本
外
史
』・『
日
本
政
記
』
は
将
門
純
友
の
乱
の
経
過
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
て
、
両
乱
の
開
始
を
天
慶
二
年
と
す
る
。
ま
た
、
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天
慶
の
乱
と
承
平
天
慶
の
乱
㈠

そ
の
名
称
に
つ
い
て
は
「
天
慶
の
乱）

（1
（

」
と
し
て
い
る）

11
（

。

  
近
世
の
歴
史
書
を
み
て
き
た
が
、
一
三
世
紀
後
半
以
降
の
史
料
に
は
将
門
の
反
乱
時
期
を
承
平
年
間
と
す
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、

近
世
の
歴
史
書
は
す
べ
て
天
慶
二
年
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
考
証
が
進
み
、
一
族
内
の
内
紛
で
あ
っ
た
承
平
年
間
と
、
反
乱
に
立
ち
上

が
っ
た
天
慶
二
年
一
一
月
以
降
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
純
友
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
歴
史
書
も
天
慶
二
年

末
に
純
友
が
将
門
に
呼
応
し
て
蜂
起
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
承
平
六
年
の
純
友
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
通
鑑
』『
本
朝
通
紀
』『
読

史
余
論
』
が
海
賊
の
首
領
で
あ
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
、『
大
日
本
史
』
は
紀
淑
人
と
共
に
海
賊
追
捕
に
あ
た
っ
て
い
た
と
す
る
。『
大
日

本
史
』
は
、『
本
朝
世
紀
』
に
純
友
は
承
平
六
年
に
海
賊
追
捕
の
宣
旨
を
蒙
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
説
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
近
年
の
純
友
を
め
ぐ
る
議
論
と
重
な
る
点
が
多
く
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。『
大
日
本
史
』
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

近
世
後
期
の
歴
史
書
に
は
承
平
六
年
の
純
友
が
海
賊
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
乱
の
呼
称
は
、
二
人
の
反
乱
が
天
慶
年

間
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
天
慶
の
乱
」「
天
慶
ノ
逆
乱
」「
天
慶
の
み
だ
れ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
前
の
盟
約
に

つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
歴
史
書
も
天
慶
二
年
に
将
門
と
純
友
が
同
時
に
蜂
起
し
た
と
す
る
の
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
比
叡
山
に
登
っ
た
二

人
が
京
都
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
反
乱
を
約
し
た
と
し
て
い
る
。
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註

（
１
）　

承
平
天
慶
の
乱
は
「
承
平
・
天
慶
の
乱
」、「
承
平
、
天
慶
の
乱
」
と
も
表
記
さ
れ
る
が
、
引
用
文
を
除
き
、
以
下
で
は
「
承
平
天
慶
の
乱
」
に
統
一
す

る
。

（
２
）　

下
向
井
龍
彦
『
物
語
の
舞
台
を
歩
く　

純
友
追
討
記
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。

（
３
）　

小
林
昌
二
「
藤
原
純
友
の
乱
」（『
古
代
の
地
方
史
』
二
、
朝
倉
書
店
、
一
九
七
七
年
）、
下
向
井
龍
彦
「
警
固
使
藤
原
純
友
」（『
芸
備
地
方
史
研
究
』

一
三
三
、一
九
八
一
年
）
な
ど
。

（
４
）　

福
田
豊
彦
「
藤
原
純
友
と
そ
の
乱
」（
同
『
中
世
成
立
期
の
軍
制
と
内
乱
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
、
初
出
は
一
九
八
七
年
）。
な
お
、
福
田
氏
は
、

純
友
は
三
月
に
伊
予
に
下
っ
て
蜂
起
す
る
が
、
六
月
に
紀
淑
人
が
海
賊
追
捕
に
乗
り
出
す
と
政
府
は
純
友
に
追
捕
宣
旨
を
与
え
て
懐
柔
し
た
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
考
え
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
承
平
年
間
に
入
る
と
海
賊
の
活
動
が
活
発
化
し
、
政
府
は
海
賊
討
伐
に
力
を
注
い
で
き
た
。
こ
の
こ
と
は
都
に
い

た
純
友
に
は
十
分
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
純
友
が
承
平
六
年
三
月
に
伊
予
に
下
っ
て
蜂
起
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
は
確
信
的
行
為

で
あ
る
と
と
も
に
明
確
な
国
家
へ
の
反
逆
で
あ
る
。
そ
う
し
た
純
友
に
懐
柔
の
た
め
政
府
が
追
捕
宣
旨
を
与
え
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。

（
５
）　

承
平
年
間
の
東
国
に
お
け
る
平
氏
一
族
の
私
闘
や
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
海
賊
の
活
動
は
、
天
慶
年
間
の
将
門
純
友
に
よ
る
国
家
へ
の
反
乱
の
前
提
と
な
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
両
者
は
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
将
門
純
友
の
乱
を
承
平
天
慶
の
乱
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
い
う
考
え
方
も
で
き
よ
う
。
し

か
し
、
将
門
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
女
論
」
に
よ
っ
て
将
門
と
伯
父
良
兼
と
が
仲
違
い
し
た
の
は
延
長
九
年
で
あ
る
か
ら
、
反
乱
の
前
提
に
こ
だ
わ
る
な
ら

ば
承
平
年
間
の
枠
を
越
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
承
平
年
間
と
天
慶
年
間
と
で
は
戦
乱
の
規
模
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。『
将
門
記
』
に
は
戦

闘
が
大
規
模
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、『
日
本
紀
略
』
や
『
扶
桑
略
記
』
な
ど
の
歴
史
書
に
は
平
氏
一
族
の
内
紛
の
こ
と
が
み
え
ず
、
都

の
貴
族
た
ち
も
あ
ま
り
危
機
感
を
抱
い
て
は
い
な
か
っ
た
（
拙
稿
「
藤
原
純
友
の
乱
と
平
将
門
の
乱
」『
歴
史
と
古
典　

将
門
記
を
読
む
』、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
九
年
）。
し
た
が
っ
て
、『
将
門
記
』
の
戦
闘
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
坂
東
諸
国
一
帯
が
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
天
慶
年
間

と
較
べ
る
と
、
規
模
の
点
で
は
や
は
り
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
承
平
年
間
の
瀬
戸
内
海
に
は
追
捕
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
、
海

賊
の
活
動
は
か
な
り
活
発
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
天
慶
年
間
の
純
友
の
反
乱
で
は
伊
予
・
讃
岐
の
国
衙
が
襲
わ
れ
、
ま
た
周
防
国
鋳
銭
司
や
土
佐

国
幡
多
郡
が
焼
か
れ
、
さ
ら
に
は
大
宰
府
も
占
領
さ
れ
て
い
る
の
で
、
承
平
年
間
よ
り
も
戦
乱
が
大
き
く
広
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
承
平
年
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天
慶
の
乱
と
承
平
天
慶
の
乱
㈠

間
の
将
門
と
純
友
は
国
家
に
敵
対
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
戦
乱
の
質
の
面
だ
け
で
な
く
、
戦
乱
の
規
模
の
面
で
も
承
平
年
間
と
天
慶
年
間
は
大
き
く
違
っ

て
い
た
。
故
に
、
将
門
純
友
の
乱
を
承
平
天
慶
の
乱
と
呼
ぶ
の
は
や
は
り
適
切
で
は
な
い
。

（
６
）　

調
査
に
当
た
っ
て
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
公
開
用
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
国
文
学
研
究
資
料
館
）、『
吾
妻
鑑
人
名
索
引
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）、
多
賀
宗
隼
編
『
玉
葉
索
引
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）、『
鎌
倉
遺
文
索
引
』
一
―
五
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四

―
一
九
九
七
年
）、
加
納
重
文
・
中
村
康
夫
編
『
日
本
古
代
文
学
人
名
索
引
』（
望
稜
舎
、
一
九
八
九
年
）、
兵
範
記
輪
読
会
編
『
兵
範
記
人
名
索
引
』（
思
文

閣
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
を
使
用
し
た
。

（
７
）　
『
師
守
記
』
貞
和
三
年
一
二
月
一
七
日
条
。

（
８
）　
『
平
家
物
語
』
の
原
型
は
一
三
世
紀
中
期
に
は
成
立
。
覚
一
本
な
ど
の
語
り
本
系
と
延
慶
本
な
ど
の
読
み
本
系
に
大
別
さ
れ
、『
源
平
盛
衰
記
』
も
読
み
本

系
の
一
異
本
。『
延
慶
本
平
家
物
語
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
家
物
語
』（
覚
一
本
）
に
も
「
承
平
の
将
門
、

天
慶
の
純
友
、
康
和
の
義
親
」（
八
三
頁
）
と
あ
る
。

（
９
）　
『
安
芸
国
楽
音
寺
―
楽
音
寺
縁
起
絵
巻
と
楽
音
寺
文
書
の
全
貌
―
』（
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
九
六
年
）
に
よ
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
こ
の
絵
巻
は

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
―
一
六
七
三
）
の
模
写
だ
が
、「
筆
の
運
び
や
彩
色
な
ど
鎌
倉
時
代
の
絵
画
的
特
色
を
存
分
に
伝
え
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。

（
10
）　

源
頼
信
を
陽
成
天
皇
の
子
孫
と
す
る
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
の
「
河
内
守
源
頼
信
告
文
案
」（『
平
安
遺
文
』
三
―
六
四
〇
）
は
、
か
ね
て
よ
り
真
偽
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
朱
雀
皇
帝
御
宇
承
平
七
年
平
将
門
為
二
造
意
之
張
本
一
、
企
二
謀
反
計
略
一
之
日
、
祖
父
経
基
孫
王
奉-

二

為

公
家
一
、
特
存
二
忠
節
一
、
不
レ
屑
二
将
門
之
好
言
一
、
忽
然
京
上
、
告
二
奏
禁
省
一
」
と
あ
り
、
将
門
の
乱
を
承
平
七
年
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
三
世
紀
前

半
ま
で
の
史
料
は
い
ず
れ
も
将
門
の
乱
・
純
友
の
乱
と
も
に
天
慶
年
間
と
し
て
い
る
。
わ
ず
か
に
『
今
昔
物
語
集
』
が
将
門
の
乱
を
承
平
年
中
と
す
る
の
み

で
あ
る
。
し
か
も
「
河
内
守
源
頼
信
告
文
案
」
の
年
次
は
『
今
昔
物
語
集
』
の
成
立
よ
り
も
さ
ら
に
一
〇
〇
年
近
く
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
河
内
守
源
頼
信
告
文
案
」
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
部
分
に
関
す
る
限
り
は
、
そ
の
信
憑
性
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
11
）　

林
羅
山
・
林
鵞
峯
著
の
編
年
体
史
書
。
一
六
七
〇
年
成
立
。『
本
朝
通
鑑
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
一
八
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
林
鵞
峯
著
の
『
日
本
王
代

一
覧
』
は
『
本
朝
通
鑑
』
を
簡
約
し
た
も
の
。

（
12
）　

山
鹿
素
行
著
の
歴
史
書
。
一
六
七
三
年
成
立
。『
武
家
事
紀
』（
山
鹿
素
行
先
生
全
集
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
）
に
よ
る
。
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（
13
）　

長
井
定
宗
著
の
歴
史
書
。
一
六
九
二
年
成
立
。
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
年
版
に
よ
る
。

（
14
）　

水
戸
藩
編
纂
の
紀
伝
体
史
書
。
一
七
一
五
年
に
本
紀
と
列
伝
が
脱
稿
。
そ
の
後
も
校
訂
が
続
け
ら
れ
、
一
八
〇
六
―
一
八
四
九
年
に
印
刷
・
出
版
。
幕
末

か
ら
志
・
表
も
編
纂
さ
れ
、
一
九
〇
六
年
に
完
成
。『
大
日
本
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
〇
〇
年
）
に
よ
る
。

（
15
）　

巻
三
三
本
紀
承
平
六
年
夏
六
月
条
に
「
以
二
従
四
位
下
紀
淑
人
一
為
二
伊
予
守
一
、
追-

二

捕
海
賊
一
、
賊
帥
小
野
氏
彦
等
率
レ
衆
降
」（
典
拠
史
料
等
の
割
書
は

省
略
）、
巻
二
二
八
列
伝
に
「
権
中
納
言
長
良
曾
孫
、
父
良
範
筑
前
守
太
宰
少
弐
、
純
友
性
狼
戻
、
無
二
行
検
一
、
為
二
伊
予
掾
一
、
承
平
中
南
海
道
群
盗
大

起
、
抄-

二

掠
海
中
一
、
沿
海
郡
邑
、
為
レ
之
騒
然
、
朝
廷
以
二
紀
淑
人
一
為
二
伊
予
守
一
、
追-

二

捕
海
賊
一
、
純
友
亦
以
二
国
掾
一
行
二
追
捕
事
一
、
賊
服
二
淑
人
威
信
一
、

率
レ
衆
帰
降
、
既
而
純
友
蓄
二
異
謀
一
、
任
満
不
レ
還
、
居
二
日
振
島
一
、
于
レ
時
平
将
門
跨
二
常
陸
下
総
之
間
一
、
威
震
二
隣
国
一
、
純
友
誘
二
余
党
一
応
レ
之
、
潜

図
レ
犯
二
京
師
一
、
密
遣
二
兵
士
一
、
毎
夜
行
二
火
坊
肆
一
、
都
下
驚
擾
、
備
前
介
藤
原
子
高
伺-

二

得
蹤
跡
一
、
欲
下
詣
二
京
師
一
奏
上
レ
之
、
純
友
追-

二

殺
之
一
、
虜
二
其

妻
孥
一
、
并
害
二
播
磨
介
島
田
惟
幹
一
」（
同
前
）
と
あ
る
。
な
お
、
将
門
と
純
友
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
将
門
が
比
叡
山
に
登
り
京
都
を
見
下
ろ
し
て
謀
叛

を
考
え
（『
神
皇
正
統
記
』
に
よ
る
）、
両
者
が
天
皇
と
関
白
に
な
る
こ
と
を
相
約
し
た
（『
大
鏡
』
に
よ
る
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）　

新
井
白
石
著
の
歴
史
書
。
一
七
二
三
年
成
立
。
岩
波
文
庫
『
読
史
余
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
六
年
）
に
よ
る
。

（
17
）　

岩
垣
松
苗
著
の
歴
史
書
。
一
八
一
九
年
成
立
。

（
18
）　

頼
山
陽
著
の
歴
史
書
。『
日
本
外
史
』
は
一
八
二
七
年
成
立
。『
日
本
政
記
』
は
山
陽
の
死
（
一
八
三
二
年
）
ま
で
執
筆
が
続
け
ら
れ
た
。
岩
波
文
庫
『
日

本
外
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）、『
日
本
政
記
』（
日
本
思
想
体
系
『
頼
山
陽
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。

（
19
）　
『
日
本
外
史
』
九
九
頁
、
一
〇
四
頁
、
一
〇
五
頁
、『
日
本
政
記
』
一
八
一
頁
。
な
お
、『
日
本
政
記
』
に
は
、
承
平
六
年
に
紀
淑
人
が
海
賊
を
追
捕
し
た

と
あ
る
が
、
純
友
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
20
）　

こ
の
他
、
松
崎
祐
之
『
史
徴
』（
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
の
校
訂
者
序
文
あ
り
）
は
、『
日
本
紀
略
』『
扶
桑
略
記
』
を
引
用
し
て
（『
本
朝
世
紀
』
は

引
用
し
て
い
な
い
）、
承
平
六
年
六
月
に
海
賊
純
友
等
が
降
伏
し
た
と
す
る
。
一
方
、
武
元
北
林
（
一
七
六
九
―
一
八
二
〇
）『
史
鑑
』、
青
山
延
于
『
皇
朝

史
略
』（
一
八
二
二
年
成
立
、『
大
日
本
史
』
を
簡
略
化
し
た
も
の
）
の
承
平
六
年
条
は
紀
淑
人
が
海
賊
追
捕
し
た
と
あ
る
だ
け
で
、
純
友
の
こ
と
は
み
え
な

い
。
な
お
、
明
治
初
年
に
は
、
青
山
延
光
『
国
史
記
事
本
末
』、
石
村
貞
一
『
国
史
略
』、
菊
池
純
『
国
史
略
』、
近
藤
瓶
城
・
新
井
新
『
万
国
記
註
国
史
略
』

な
ど
の
歴
史
書
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
『
史
鑑
』『
皇
朝
史
略
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
承
平
六
年
の
純
友
を
海
賊
と
は
し
て
い
な
い
。


